




 

 

等のデータを合算した試算表の分も同様に作成する。） 

 

③ 総合エネルギー統計への組み込み用の集計処理 

・①の集計値を基に、資源エネルギー庁担当者が提供する総合エネルギー統計組込み用のフォー

マット（Excel）に沿って再集計する。 

 

④ 集計表の作成（機械判読可能なデータ形式による作成） 

・①で作成する統計表について、1機械判読可能なデータ形式による集計表を並行して作成する。 

・データ形式の詳細は資源エネルギー庁担当者と調整する。 

 

（２）令和５、６年度エネルギー消費統計調査の分析 

主に以下の分析を行う。 

① 回収状況、有効回答状況の分析（業種規模毎の回収状況、調査項目毎の有効回答状況、数量／物

量での回答の状況） 

② 既存統計（電力調査統計、ガス事業統計等）との比較検証 

③ 燃料種別・業種別のエネルギー消費動向の分析 

④ エネルギー転換に関する回答状況の分析（エネルギーの入出力バランス、保有設備とエネルギー

入出力との関係等） 

⑤ 自家用発電、自家用蒸気発生の動向の分析 

⑥ ローテーション・サンプリングにより抽出した事業所の回答状況・効果分析 

⑦ 自由記載欄の分析（内容をカテゴリーに分けて分析） 

⑧ その他（①～⑦において、社会・経済情勢の変化も念頭においた分析とし、必要に応じ言及す

る。） 

 

（３）令和７年度エネルギー消費統計調査の設計 

標本調査論に基づいて、「別添１ エネルギー消費統計調査における標本設計について」を参照し、

産業大分類別の標本誤差を３％以下に設定した、業種別・従業者規模別の標本数の計算を行う。この

際の母集団情報は事業所母集団データベース（総務省）とする。なお、後述３．（４）における検討

結果を踏まえて対応する。 

 

（４）エネルギー消費統計調査の精緻化に向けた検討 

主に以下の項目について検討を行う。なお、各項目の検討にあたっては、必要に応じて統計の専門

家に意見を聞き、その結果も踏まえて対応する。 

① 業種別、燃料種別、業種別×燃料種別のエネルギー消費量の時系列分析と再集計 

前年度まで実施してきた業種別、燃料種別、業種別×燃料種別のエネルギー消費量の時系列分析

を本年度も引き続き行う。その結果、不自然な動きがみられたもの、及び資源エネルギー庁担当者

が提示した不規則変動がみられる系列についての検証を行う。検証においては、不自然・不規則変

動の原因を探求し、原因毎に分類した上で、これらを改善するための具体的な方策を考案する。考

案に当たっては、昨年度以前の調査において課題としてあげられた「外れ値の適切な排除や、事業

所数の少ない業種・燃料種の層区分の推定精度向上」という観点も踏まえて行う。 

なお、考案した具体的な方策については、統計調査の集計方法として採用できるようであれば、

その方策にて再集計を行う。また、不自然・不規則変動の原因探求の際に本来調査対象外の事業所

 

1 例えば PDF 形式による統計表や、印刷し報告書として提供することを主眼にした表形式データを、機械判

読可能なデータとして利用できる統計表の形式 





 

 

炭化水素油（副生油）    廃タイヤ ● ● 

石油系炭化水素ガス（副生ガス）［製油所ガス］ ●   廃プラスチック ● ● 

石油系炭化水素ガス（副生ガス）    ＲＤＦ ● ● 

石油コークス ● ●  ＲＰＦ ● ● 

ジェット燃料油 ●   屎尿 ● ● 

潤滑油 ● ●  木炭・切炭 ●  

アスファルト ● ●  木質系燃料 ● ● 

再生油 ● ●  その他廃棄物利用 ● ● 

混合油 ●   雪氷熱利用 ●  

コークス炉ガス ●   バガス ● ● 

高炉ガス ●   メタノール（メチルアルコール） ● ● 

転炉ガス ●   エタノール（エチルアルコール） ● ● 

練炭・豆炭 ●   ＢＤＦ（バイオディーゼルフユエル） ● ● 

天然ガス ● ●  その他液体燃料 ● ● 

液化天然ガス（ＬＮＧ） ● ●  太陽熱利用 ●  

圧縮天然ガス（ＣＮＧ） ● ●     

メタン ● ●     

 

② 調査票情報の円滑な二次的利用確保に向けた調査票データ、二次メタ等の整備 

「規制改革実施計画」（令和５年６月１６日閣議決定）においては、政府統計の調査表情報の二

次利用について、学術研究の発展及びＥＢＰＭの推進を図る観点から、調査票情報の研究者等への

提供を迅速化・円滑化することが掲げられている。これらの実現には、主要な事務のシステム化、

提供データの作成自動化、リモートアクセス環境の構築等、調査票情報の提供に係る一連の事務の

デジタル化を推進する必要がある。エネルギー消費統計調査についても、こうしたデジタル化の推

進に必要となる「メタデータ」を始めとした調査票データ等について、先行事例（令和４年度分）

を参考に、独立行政法人統計センター提供の「二次メタ簡易チェックツール」で内容チェックや作

成支援を受けた上で整備を実施する。具体的な作業内容やスケジュールについては、資源エネル

ギー庁担当者と調整のうえで決定する。 

 

③ その他 

上記①～②以外に、エネルギー消費統計調査の利活用に係る事項や、総合エネルギー統計や他の

政策・制度運用の観点で有益な要望があった場合には、資源エネルギー庁担当者と協議のうえ、必

要な分析や、調査事項の変更・追加・運用方法等に関する提案を行う。 

 

（６）エネルギー消費統計作成マニュアルの更新 

エネルギー消費統計の作成に際し、使用した統計データ、個票データの加工方法、処理手順等の

詳細を取りまとめた「作業マニュアル」について、本年度事業において実施した内容を踏まえ更新

する。また、既述箇所について必要に応じて見直しを行う。 

 

（７）調査報告書の作成  

上記（１）～（６）の内容を踏まえ、調査報告書を作成する。報告書案については事業完了の１

か月前を目途に担当部局へ提出し、内容の確認を受けること。また、修正が必要と判断された場合

は、事業完了７日前までに修正版の報告書案を担当部局へ提出し、再度の確認を受けること。 

 

４．留意事項 



 

 

  本事業を実施するに当たっては、委託契約書に記載の内容のほか、統計法上の義務（調査票情報等

の適正な管理、調査票情報等の利用制限、守秘義務）や罰則が適用されることに留意し、調査票情報

の使用、保管、処分等に当たって、紛失、漏えい等が生じないよう善良なる管理者の注意をもって、

調査票情報等の適正な管理を行う。適正な管理の例を別添２に示すので既存の社内規定に照らして不

足する部分がある場合には適宜措置を講じる。また、委託業務が完了した後でも納入物の引き渡し後

１年間は、納入物に瑕疵があることが発見された場合には瑕疵を補修する。 

 

５．事業期間 

  委託契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

６．貸与物品（磁気媒体） 

① エネルギー消費統計調査の個票データ  

※令和５年度分：委託契約締結日以降に貸与。 

※令和６年度分：令和７年１１月１日以降に貸与。 

② 過年度分エネルギー消費統計調査の個票データ 

※令和５年度分：委託契約締結日以降に貸与。 

③ エネルギー消費統計調査対象事業所確定名簿 

※令和５年度分：委託契約締結日以降に貸与。 

※令和６年度分：令和７年１１月１日以降に貸与。 

④ 石油等消費動態統計調査の個票データ 

※令和５年度分：委託契約締結日以降に貸与。 

※令和６年度分：令和７年１１月１日以降に貸与。 

 

７．納入物、納入方法及び納入場所 

（１）納入物 

① 集計表及び付随する資料 

○令和６年度エネルギー消費統計集計表（暫定版） 

・３．（１）①の「エネルギー消費統計集計表」について、上記６．①個票データ貸与後１か

月を目途にExcelで作成し提出すること。なお、媒体は資源エネルギー庁担当者と調整す

る。（（表１）のうち、第１表～第３表までとする。） 

・集計には、前年度の集計時に用いた母集団数表を使用する。 

○令和５、６年度エネルギー消費統計集計表（確定版） 

・３.（１）①の「エネルギー消費統計集計表」について、上記６．③名簿貸与後令和５年度

分は３週間、令和６年度分は１か月を目途にExcel形式により納入する。 

○令和５、６年度総合エネルギー統計用の集計表 

・３.（１）③の「総合エネルギー統計用集計表」について、上記６．③名簿貸与後令和５年

度分は２週間、令和６年度分は１か月を目途にExcel形式により納入する。 

○令和５、６年度石油等消費動態統計調査等のデータを合算した試算表 

・３.（１）①の「石油等消費動態統計調査等のデータを合算した試算表」について、令和５

年度分は令和７年７月中旬を、令和６年度分は令和８年２月中旬を目途にExcel形式により

納入する。 

○集計表に付随する資料 

・３.（１）②の「調査結果の概要」、「集計表巻頭」について、令和５年度分は令和７年７

月中旬を、令和６年度分は令和８年２月中旬を目途にWord形式により納入する。 



 

 

② 調査票データ、二次メタ等 

○調査票データ（データ部、事業所情報部） 

・ＣＳＶ形式又は固定長テキスト形式による調査票データを整備する。 

○二次メタ（データ部、事業所情報部） 

・調査票情報の利用申出に当たっての利用予定の変数指定の観点（変数一覧の要素）及び変数

の内容等集計・分析に必要な情報記載や利用申出の内容に応じた提供データの自動抽出・作

成の観点（符号表の要素）からExcel形式により、各個票データに対応する「二次メタ」を

作成する。 

③ 調査報告書 

○調査報告書 

・調査報告書、委託調査報告書骨子（様式１）、調査で得られた元データ、委託調査報告書公

表用書誌情報（様式２）、二次利用未承諾リスト（様式３）を納入する。 

・調査報告書については、ＰＤＦに加え、機械判読可能な形式のファイルも納入する。なお、

報告書のデータ量が１２８ＭＢ、ページ数が１，０００ページ又は文字数が４００万文字を

超過する場合には、いずれの制限も超えないようファイルを分割して提出すること。 

・調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入することとし、

特に図表・グラフに係るデータ（以下「図表等データ」という。）については、構造化され

たＥＸＣＥＬやＣＳＶ形式等により納入する。 

・活用した集計プログラム（異常値除外のプログラム含む）、推計に要したデータ、エネル

ギー消費統計作成マニュアル等も納入する。 

・なお、様式１及び様式２はExcelとする。 

○調査報告書（公表用） 

・調査報告書及び様式３（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト付）

に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能な図表等データを、プロパティを含む状

態で納入する。 

・セキュリティ等の観点から、資源エネルギー庁と協議の上、非公開とするべき部分について

は、特に以下の点に注意し、削除するなどの適切な処置を講ずる。 

➢ 報告書・Ｅｘｃｅｌデータ等に個人情報や不適切な企業情報が存在しないか。 

➢ 報告書（ＰＤＦ）に目視では確認できない埋め込みデータ等が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に目視では確認できない非表示情報が存在しないか。 

➢ Ｅｘｃｅｌデータ等に非表示の行・列が存在しないか。 

・調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前提とし、

資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合は、①

事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利

用の了承を得る。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式２に当該箇所を

記述し、提出する。 

・公開可能かつ二次利用可能なExcel等データが複数ファイルにわたる場合、１つのフォルダ

に格納した上で納入する。 

➢ 各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとる。 

➢ ＥＸＣＥＬ等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、資源エネル

ギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとする。 

◆各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとる。 

◆Excel等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、資源エネルギー

庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとする。 

 

○委託調査報告書骨子、委託調査報告書公表用書誌情報、二次利用未承諾リストの具体的な作成方



 

 

法 

・（様式１）委託調査報告書骨子2 

➢ レイアウト（余白、フォント等）に従い、３枚以内にまとめた上でＷｏｒｄ形式にて納入する

こと。 

➢ 図表は挿入せずテキスト形式で作成すること。 

➢ 見出しについては記載された項目のとおりとすること。 

・（様式２）委託調査報告書公表用書誌情報3 

➢ ファイル形式はＥｘｃｅｌ形式で納入すること。 

➢ 報告書の英語版や概要版等、公表用の報告書と同一のＰＤＦファイルとすることが適当でな

い公表用の納入物がある場合には１つのＰＤＦファイルごとに作成すること。 

・（様式３）二次利用未承諾リスト 

➢ 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることが前提だが、二

次利用の了承を得ることが困難な場合又は了承を得ることが報告書の内容に大きな悪影響を

与える場合は、報告書の当該箇所に出典等を明示し、知的財産権の所在を明らかにした上で、

当該データを様式３に記載すること（知的財産権の所在が不明なものも含む）。 

➢ ファイル形式はＥｘｃｅｌ形式で納入すること。 

・様式１～３ダウンロード先 

 https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

 

（２）納入方法 

メール提出やファイル交換サイト等の手段を用いること。なお、具体的な納入方法は担当職員

と協議の上、決定すること。 

公表用資料一式と非公表資料一式が紛れないように整理して納入すること。 

 

（３）納入場所 

資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室 

 

８．情報管理体制 

① 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し

「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図）」及び「情報取扱者名

簿」（氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）様式４を契約前に提出し、

担当課室の同意を得ること（住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しな

いが、その場合であっても担当課室から求められた場合は速やかに提出すること。）。 

なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載するこ

と。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、資源エネルギー

庁が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいさ

れないことを保証する履行体制を有していること。 

② 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならない

ものとする。ただし、担当課室の承認を得た場合は、この限りではない。 

③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場

 

2 委託調査報告書のデータ利活用を促進するため、報告書の概要を骨子としてまとめるもの。 

3 本事業の報告書のオープンデータとしての公表に際し、データとしての検索性を高めるため、当該データ

の属性情報に関するデータを作成するもの。 



 

 

合は、予め担当課室へ届出を行い、同意を得なければならない。 

 

９．履行完了後の情報の取扱い 

国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除等）については、担当職員の指示

に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 

 

１０．情報セキュリティに関する事項 

業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・運用等を

行う場合、別記「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ対策を実施するこ

と。 

 

  



 

 

（別添１）  

エネルギー消費統計調査における標本設計について 

 

１．標本数の設定 

本調査の範囲に相当する事業所について、層化抽出法（ネイマン配分法）によりサンプル数を決定

する。 

前年度調査設計時と同様、産業大分類（製造業は産業中分類）単位でエネルギー消費量総和の標準

誤差率が３％以内になることを目的とする。 

各カテゴリに対する発送数は、具体的には下記で表される。 

 

 

 

 

２．カテゴリ区分 

層化（カテゴリ分類）は、下記のとおり行い、必要サンプル数を決定する。 

・業種（産業中分類ベース）×従業者規模区分９区分×管理部門／現場かどうか。 

 

(1 ) 業種分類 

業種分類は産業中分類をベースとするが、一部の産業中分類については業種細分化を行い、合計１

０９の業種に区分する。 

 

(2) 従業者規模区分 

事業所母集団データベース（前年次フレーム）の従業者を利用して、1～3 人、4～9 人、10～19 人、

20～29 人、30～49 人、50～99 人、100～199 人、200～299 人、300 人～の 9 区分に分割する。 

 

(3) 現場 

同一業種であっても、製造業等事業所が管理部門であるかどうか、農林水産業・鉱業・建設業等の

事業所が建物以外の現場を含むかどうか、によってエネルギー消費傾向が異なる。これらを別カテゴ

リとして扱うことにより、業種の細分化時と同様に必要発送数を減らすことができる。 

前年度調査の設問を利用して、以下の業種（産業大分類Ａ～Ｆ、Ｓ）について、現場の有無別の母

集団事業所数を集計し、それぞれ別カテゴリとして標本設計を行う。 
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４．母集団名簿の取り扱いについて 

  今年度調査においては、標本抽出時には事業所母集団データベース（前年次フレーム）を使用し、拡

大推計時（公表時）には、事業所母集団データベース（今年次フレーム）を利用する予定。これは、前

年次フレームよりも今年次フレームのほうが、今年度の事業所の実態により即した業種・規模分布を表

していると考えられる。 

  



 

 

（別添２） 

 

調査票情報等の適正な管理のために講じるべき措置の例 

 

１ 管理体制 

(1) 調査票情報等を適正に管理するため、管理責任者を置く。 

(2) 管理責任者は、必要に応じてその事務の一部を担当させるため、管理担当者を指定する。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の管理に係る業務を適正に運営するため、調査事務従事者の事務の範囲

及び責任を明確にする。 

(4) 管理責任者は、 調査票情報等の管理に係る業務において、災害時等の非常時における対策を定めると

ともに、その内容を調査事務従事者に周知する。 

 

２ 調査票情報等の管理 

(1) 管理責任者は、調査票情報等を取り扱うことができる調査事務従事者及び取り扱うことができる調査

票情報等の範囲を定める。 

(2) 管理責任者は、調査票情報等の受払い、保管に関し、必要な事項の台帳等への記録、定期的又は随時

の点検を行う。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等について、所定の場所に保管し、その重要度に応じ、耐火・耐熱庫への

保管、施錠の措置を講ずる。 

(4) 管理責任者は、保存期間が経過した調査票情報等を廃棄する場合は、焼却、溶解、消去等の措置を講

ずる。 

(5) 管理責任者は、(1)から(4)の他、１～６に掲げる適正管理に関する事務の統括を実施する。 

 

３ 集計処理時における調査票情報等の管理 

(1) 集計処理時における調査票情報等の取扱いは、管理責任者又は管理担当者の指示又は承認を受けた者

が行い、日々の集計のための作業が終了した後は、所定の場所に収納する。 

集計処理時にサーバーからクライアントに情報を移行して処理する場合において、集計処理が終了し

た後は、クライアントの情報を消去し、サーバーの定められたエリアに情報が格納されたことを確認す

る。 

(2) 集計処理は、協議して作成する計画に従って行い、管理担当者は、集計処理の内容に応じた実績の記

録を行い、計画との照合等の措置を講ずる。 

(3) 管理責任者は、調査票情報等の集計処理の実績記録の内容を点検し、その実施状況を確認する措置を

講ずる。 

 

４ コンピュータによる集計処理 

(1) 管理責任者は、コンピュータによる集計の管理者（以下「集計管理者」という。）を指定する。 

(2) コンピュータによる集計処理は、集計管理者の指示又は承認を受けた者が行う。 

(3) 管理責任者は、コンピュータによる集計処理の実施状況を把握するため、集計処理に応じた実績を記

録し、計画との照合等を行う。 

(4) 管理責任者は、コンピュータの使用に関し、パスワード、識別カード等を設けるとともに、その管理

方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に又は随時、これを見直し、パスワー

ドの見読防止、識別カードの不正使用防止等の措置を講ずる。 

(5) 管理責任者は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録）に記録された内容の秘匿の必要性の度合いに応じ、特定の集計処理を特定の

コンピュータに限定する、又は使用者に応じてアクセス可能な領域、機能を限定するなどの措置を講ず

る。 



 

 

(6) アンチウイルスソフトウエア、セキュリティパッチの導入、スクリーンロックの導入、定期的なデー

タのバックアップ等適切なセキュリティ対策を講ずるほか、必要に応じて出力機器又はメールの利用制

限、外部ネットワークとの遮断を行う。 

(7) 外部と接続しているコンピュータを利用する場合は、ファイアウォール（外部からの不正なアクセス

を遮断し、内部から外部にアクセスできる仕組み）の設定を行う。 

 

５ 電磁的記録の管理 

(1) 管理担当者は、電磁的記録の障害の有無等について、定期的に又は随時、点検を行い、適切な管理を

実施するとともに、その結果を資源エネルギー庁に報告する。 

(2) 管理責任者は、電磁的記録のアクセスモニタリング機能（不正が行われていないかを監視するため

に、電磁的記録へのアクセス記録を採取し、記録する機能）を設け、その記録を定期的に又は随時分析

する等の方法により、不正アクセスに対し適切な対応を行う。 

 

６ 調査票情報等の保管施設の管理及び保安 

(1) 入退室管理 

①管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等への入室資格者を定めるとともに、入室目的の

確認、入退室の記録、部外者の識別化及び管理担当者の立会い等の措置を講ずる。 

②管理責任者は、必要に応じ、調査票情報等の保管室等の出入口の特定化による入退室の制限などの措

置を講ずる。 

③管理責任者は、必要に応じ、機械により入退室管理を行っている場合は、パスワード、識別カード等

を設けるとともに、その管理方法（登録、発行、更新、変更、抹消、保管等）を定め、定期的に又は随

時、これを見直し、パスワードの見読防止、識別カードの不当使用防止等の措置を講ずる。 

(2) 保安設備 

①不正・犯罪に備え、必要に応じ、調査票情報等の保管室に防犯ベル、監視設備の設置等の防犯措置を

講ずる。 

②災害に備え、必要に応じ、保管する媒体の特性を踏まえ、防火、防煙、防水、耐震等を考慮した調査

票情報等の保管室の設置場所を選定するなどの保安措置を講ずる。 

(3) 事故発生時の対策 

①管理責任者は、調査票情報等の紛失、消失、汚損等の事故が発生したときは、速やかにその経緯、被

害状況等を調査するとともに、その調査結果について資源エネルギー庁に報告する。また、同庁の指示

を受け、必要な措置を講ずる。 

②管理責任者は、事故の原因分析に努め、必要な再発防止策等の措置を講ずる。 

 


